
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額 0 0

(前年度予算額： 186,449188,203１ 事 業 費 千円)

商工労働部　商工労働政策課　団体支援係 

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：商工費　項：商工費　目：中小企業振興費

 ＜財源内訳＞

事 業 名  中小企業団体中央会補助金

事業費

（１）要求の趣旨（現状と課題）

　　　組合の指導・支援機関である岐阜県中小企業団体中央会に助成を行う。
　　　①人件費
　　　　・指導員・職員設置費　25名
　　　　・役員設置費　　　　　 1名
　　　②事業費
　　　　・経営支援事業費：旅費、資質向上推進費、事務費、事務所借料
　　　　・組合等組織強化事業：組合活性化事業（講習会等開催事業、専門家派遣事
　　　　　業、活性化支援事業）、組合等支援事業、情報提供事業

　　　経済・社会構造が変化する中、物価高騰や人手不足等が長期化しており、
　　中小企業者が直面する課題は多様化している。
　　　中小企業者がそれらに協同して対処し、経済的地位の向上を図ることを目的
　　に組織される「組合」の指導及びセミナーや各種事業、調査研究などの支援は、
　　継続して実施していく必要がある。
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財 源 内 訳

電話番号：058-272-1111(内3613)

E-mail：c11351@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

（３）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

188,203

　　　組合及び中小企業者への指導・支援は継続して行う必要があり、次年度以降に
　　おいても財政負担が発生する。

（２）後年度の財政負担

（１）国・他県の状況
　　・国は中小企業団体中央会職員の人件費について交付税措置を行っている。
　　・他県は、４３都道府県において、人件費及び事業費補助を行っている。その他
　　　４府県は事業費化又は交付金化により助成している。

３ 事業費の積算 内訳

補助金

合計

金額

　　　組合及び中小企業者の継続的な指導・支援を行うため補助は必要。

　　　無

事業内容の詳細

人件費：161,441　事業費：26,762

事業内容

　　　中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法で定められた、県内唯一の組合
　　の指導・支援機関であり、当該機関への補助は妥当。
　　　都道府県中央会は、都道府県ごとに１個のみ設立でき、その地区は都道府県の
　　区域のみである（法73条）。

188,203
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■

R6年度
実績

2,585

20

R5年度
169,251

補助金交付実績
（単位：千円）

R4年度 R6年度
168,629 177,543

②専門家派遣事
業件数 34 40 40 40

目標 目標 (R9) 達成率

86.1%

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名
事業開始前 R7年度 R8年度 終期目標
(H28)

①巡回指導件数
（延べ数） 2,604 2,700 2,800 3,000

50.0%

　巡回指導、窓口相談、専門家派遣等を通じた組合及び中小企業への指導・支援によ
り、組合の現状を的確に把握し、課題解決に努める。

補助率・補助単価等 定額・定率・その他（人件費相当額）

（内容）
○人件費
　・国の交付税単価等を基に、補職に応じた補助単価を算
　　定。
○事業費
　・旅費、研修費、事務費等の指導事務費及び講習会開催
　　や専門家派遣、組合活性化支援、情報提供事業等に要
　　する経費は定額補助。

（理由） 中小企業団体中央会が実施する事業は公益性があ
り、県の補助により安定的かつ継続的に組合等の指導・支援
を図るため。

補助効果

　補助により、中央会による組合指導・支援等が充実するこ
とにより、組合等の運営の強化・適正化等を図り、組合の経
済的地位の向上が図られる。
　また、専門家派遣やセミナー等の開催により、組合及び中
小企業の課題解決が図られ、県経済の活性化が見込まれる。

終期の設定 終期　令和９年度
（理由） 地域経済の担い手である組合及び中小企業に対する
経営支援を継続的に行う必要があるため。

（事業目標）

補助事業の概要
（目的） 組合及び中小企業に対する継続的な指導及び支援に
より、組合等の経済的地位の向上、県経済の活性化を図る。

（内容） 組合の指導・支援機関である岐阜県中小企業団体中
央会に人件費、事業費（事務費、講習会開催費、専門家派遣
に要する経費等）の助成をする。

県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

令和８年度当初予算

補助事業名 岐阜県中小企業団体中央会補助金
補助事業者（団体） 岐阜県中小企業団体中央会

（理由） 岐阜県中小企業団体中央会は、組合等の設立や運営
等の指導・支援機関として中小企業等協同組合法に基づき設
立された県内唯一の団体であり、当該団体への財政的支援を
行うことで合理的、効率的に組合等の支援が図られる。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

継続

（理由）
　組合及び中小企業の経済的地位の向上を図るためには、組合や中小企業に対し、組
合事務等に精通した専門家による継続的な支援が必要となる。
　中小企業団体中央会は、法で定められた県内唯一の組合の指導・支援機関であり、
同団体に対する補助も継続して実施する必要がある。

（今後の課題）

　引続き組合及び中小企業の経済的地位の向上及び事業の活性化のために必要なニー
ズと問題点等を把握し、課題解決に努める必要がある。

（次年度の方向性）

(評価) 　岐阜県中小企業団体中央会は、組合等の指導・支援に関して専門的知識を
有する機関であり、効率的な事業実施が図られている。

２

　巡回指導や窓口相談等により組合等の問題点を把握し、セミナーの開催や専
門家派遣等により課題解決した。
　また、人材確保及び定着・生成ＡＩをテーマにした研修会を開催したこと等に
より組合の活性化に貢献した。

指標① 目標：2,600 実績：2,585 達成率：99.4％

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

(評価) 　組合及び中小企業が物価高騰や人手不足等の経済・社会構造の変化に対応
していくためには、適切な指導やニーズに合致した支援を継続して実施して
いく必要がある。また、これらの成果は、県経済の発展に繋がるものであ
り、県が関与していくことが必須である。

３

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり（単年度目標100％達成かつ他に特筆できる要素あり）
　２：期待どおりの成果あり（単年度目標100％達成）
　１：期待どおりの成果が得られていない（単年度目標50～100％）
　０：ほとんど成果が得られていない（単年度目標50％未満）

(評価) 　各実施事業は、組合等のニーズと問題点を反映し、概ね期待どおりに実施
されている。一歩踏み込んだ重点的な巡回指導とその他事業の実施により、
さらに組合等の経済的地位の向上と活性化が図られることが期待される。２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

（これまでの取組内容と成果）

令
和
４
年
度

　巡回指導や窓口相談等により組合等の問題点を把握し、セミナーの開催や専
門家派遣等により課題解決した。
　また、人材確保・デジタル化対応等をテーマにした研修会等を開催したこと
により組合の活性化に貢献した。

指標① 目標：2,000 実績：2,357 達成率：118％

令
和
５
年
度

　巡回指導や窓口相談等により組合等の問題点を把握し、セミナーの開催や専
門家派遣等により課題解決した。
　また、人材確保・事業承継・新技術開発等をテーマにした研修会を開催したこ
と等により組合の活性化に貢献した。

指標① 目標：2,500 実績：2,573 達成率：103％

令
和
６
年
度


